
第１条（利用契約）
1.  『YAMADA plusプレミアム会員』とは、個人のお客様の生活

に安心とよろこびをもたらす目的をもって、株式会社ヤマダデン
キ（以下「当社」といいます）が主体となって運営・提供する有料の

『YAMADA plusプレミアム会員サービス』を受けることができる
会員です（以下「会員」といいます）。会員には、シルバー会員、ゴー
ルド会員、ブラック会員の種別があります。『YAMADA plusプレミ
アム会員サービス』とは、当社が会員に対して提供するサービスです

（以下「本サービス」といいます）。会員が本サービスを利用するに
あたっては、当社とこの利用規約（以下「本規約」といいます）に基づ
くYAMADA plusプレミアム会員利用契約（以下「本契約」といいま
す）を締結して頂きます。

2. 会員は、当社に対し当社の定める年会費とその消費税を支払うもの
とします。年会費に関してはキャンペーンや特典の追加等により変
更する場合があります。

3. 本サービスの利用を希望する者は、年会費を支払い申込むものと
します。その際、当社は入会申込書（以下「申込書」といいます）をお
渡し致します。申込者が店舗用申込書を当社に提出された場合、年
会費支払い日を契約成立日とします。（以下契約成立により、申込者
は正式に「会員」となります）但し、申込者が当社に対し、契約成立日
から8ヶ月以内に必要事項を記入した返送用申込書を提出するまで
の期間「仮会員」となります。以後、本契約に特別な記載がない限り、
仮会員は会員と同じ本サービスを受けることができますが、契約成
立日から1年を経過した日の属する月の末日までのサービスとなり、
終了するものとします。

4. 本契約の有効期間は、契約成立日から１年を経過した日の属する月
の末日までとします。本契約は、有効期間満了の１ヶ月前までに当社
または会員のいずれからも書面または当社所定の方法による契約
終了の意思表示がない場合、さらに１年間自動的に更新されるもの
とし、以後も同様とします。

5. 会員が有する『YAMADA plusプレミアム会員』であることを示
すカードの取扱いについては、原則としてヤマダポイントカード
口座会員に適用される会員口座ご利用規定が適用されますが、

『YAMADA plusプレミアム会員』のカードのご利用は会員ご本人
に限ります。

6. 会員は、本契約の内容を承諾のうえ、遵守事項を守って本サービス
を利用するものとします。

7. 会員は、登録住所・契約預金口座・クレジットカード情報などの本契
約申込みにあたって必要とされる事項について、当社に正確な情報
を提供するものとし、その変更がある場合には、すみやかに別途当
社が指定する方法によって当社に通知するものとします。情報が不
正確であったためにお客様が本サービスの提供を受けるにあたって
不利益が発生したとしても、当社は責任を負いません。

第２条（本サービス）
1. 当社は、会員に対し本サービスとして、当社が定める条件でポイント

を付与する場合があります。会員は付与されたポイントを、当社が
別途定める方法及び条件で、商品購入時のお支払い代金へ充当す
ることができます。ポイントの換金並びに当社が定める方法及び条
件以外でのポイントの利用は一切できません。

2. 会員は、本サービスとして会員価格で当社の提供するサービスを受
けることができます。会員価格は別途当社が定めるものとします。

3.当社の提供する本サービスは、店舗により異なる場合があります。
4. 当社の提供する本サービスの対象エリアは、当社の基準によるもの

とします。
5. 当社の提供する本サービスは、他のサービスとの併用はできないも

のとします。

第３条（各種特典）
１. ゴールド会員及びブラック会員は、本サービス（限定特典）として、第

１条第３項による本契約の申込みから１ヶ月を経過した時点から本契
約有効期間中、家電ヤマダあんしんサービス規約【https://www.
yamada-denki.jp/service/yamada-plus-premium/pdf/
anshinservice_kiyaku2.pdf】に基づく家電ヤマダあんしんサービ
スの提供を受けることができます。

2. ブラック会員は、本サービス（限定特典）として、本契約有効期間
中、くらしのサポート規約【https://www.yamada-denki.jp/
service/yamada-plus-premium/pdf/kurasinoservice_
kiyaku2.pdf】に基づくヤマダファミリーサポートの提供を受けるこ
とができます。また、ブラック会員は、本サービス（限定特典）として、
本契約有効期間中、保険金ご説明資料【https://www.yamada-
denki.jp/service/yamada-plus-premium/pdf/hoken_
kiyaku2.pdf】にてご説明する持ち物保険及び傷害死亡・後遺障害
保険の付保を受けることができます。

第４条（年会費）
会員は、会員の都合により本サービスを利用しなかった場合、その他
当社の責に帰すべきでない事由により本サービスを利用できなかっ
た場合においても、本契約が継続する限り年会費を支払うものとしま
す。また、当社の責に帰すべきでない事由により、契約期間の途中で本
契約が解約等により終了した場合、当社は、一旦お支払い頂いた年会
費を一切返還致しません。

第５条（お支払い）
1. 年会費のお支払いは、初年度は店頭もしくは本契約の申込みをされ

た現地で全額お支払い頂き、２年目以降の年会費は申込み頂いた方
法、すなわちクレジットカードによるお支払い、もしくは契約預金口
座からの自動払込によるお支払いとなります。

2. ２年目以降の年会費は、当社の定める決済代行会社（SBペイメント
サービス株式会社）または、三菱UFJニコス株式会社を通じて、当社
に年会費をお支払い頂きます。

3.ご利用頂けるクレジットカードは、会員ご本人名義に限ります。
4. 会員が当社に対して本契約の解約の申し出を行うか、何らかの事情

で当社が本サービスの停止、または本契約の解除を行わない限り、
本契約は更新され、毎年継続して年会費をお支払い頂きます。

5. ２年目以降の年会費について、会員が契約預金口座からの自動払込
によるお支払いを選択されている場合には、会員は更新月（有効期
間満了日が属する月）に属する２７日に申込書に記入された契約預
金口座より自動払込によって当社に支払うものとします。また、会員
がクレジットカード払いによるお支払いを選択されている場合には、
カード会社の会員規約に基づいて支払うものとします。

6. 年会費は、前払いとなります。
7. 契約の更新時に、契約預金口座・クレジットカードの変更が生じる等

して、更新日から１ヶ月以内に更新後の契約期間にかかる年会費支
払いが確認できなかった場合には、本契約はさかのぼって更新され
ず、または当社により解約の手続きをさせて頂きます。なお、ご記入
頂きました申込書および年会費の振替・払込用紙はご返却できませ
んので、ご了承ください。

YAMADA plusプレミアム 規約
第1条（目的）
くらしのサポート（以下「本会」といいます）は会員向け優待サービスの
充実を図り、会員の生活サービス支援を行うことを目的とします。

第2条（会員）
本規約を承認の上、YAMADA plusプレミアム会員ブラック会員（以
下「会員」といいます）に入会し、株式会社ヤマダデンキ（以下「当社」と
いいます）が承諾した個人を本会の会員とします。

第3条（会員サービスの種類内容）
1. 会員は、当社の提携加盟店と契約をする場合（以下「提携加盟店との

契約」といいます）、当社と提携加盟店との契約に基づき、提携加盟
店から、ヤマダファミリーサポート（以下「本サービス」といいます）の
提供を受けることができます。（但し、反社会勢力に該当及びその関
連先であることが認められる場合を除く。）

2. 本サービスの内容は、「ヤマダファミリーサポート ガイドブック」及び
本会のＷＥＢページに掲載した各種特典内容のとおりとします。

3. 本サービスのうち、本会入会時に葬儀に関して付与される特典に
限っては、本会退会後も利用できます。

第4条（会員サービスの人的範囲）
1. 本サービスを利用できる者（以下「利用可能者」といいます）は、会員

本人、その配偶者並びに親等内の血族及び姻族とします。
2. 会員本人の死亡をもって、すべての利用可能者の資格は失効します。
3. 本サービスのうち、死亡した会員のための葬儀サービスに限っては、

喪主または喪主に準ずる方からの利用請求をもって、会員本人の本
サービスの利用請求とみなします。

第5条（会員ＩＤの発行）
当社は、本会に入会を承認された会員に対し会員ＩＤを発行し、会員は
会員ＩＤの交付を受けた時をもって会員たる地位を取得するものとし
ます。会員は本サービスの提供を受けるに際しては、当該サービス提
供者に対し会員証を提示しなければなりません。

第6条（会員ＩＤ・パスワードの発行）
会員は、本会に入会した際に会員ＩＤ及びパスワードの発行を受け、こ
れらにより本サービスのＷＥＢページにアクセスすることができます。

第7条（遵守事項）
会員は、以下の各号の事項を遵守しなければならない。
　① 登録事項に変更が生じた場合、速やかに所定の方法にて本会に届

出を行うものとします。
　② 本サービスを営業行為等の目的に利用してはならないものとし

ます。
　③ 本サービスの利用に際してはその施設等の利用規約に従い、

万一その施設等に対して故意または過失により損害を与えたと
き、会員はその損害を賠償しなければならないものとします。

　④ 利用可能者以外の第三者に、会員ＩＤ及びパスワードを譲渡また
は貸与するなどして、本サービスを利用させてはならないものと
します。

　⑤ 本会の名誉・信用を害するような行為をしてはならないものとし
ます。

第8条（メールマガジン）
当社又はＷＥＢページ運営会社等は、会員に対し、本サービスの内容を

紹介するメールマガジンを配信することがあり、会員はメールマガジ
ンの配布に予め同意します。

第9条（サービスの一時停止・中止等）
当社は、サーバー機器のメンテナンス又は提携会場や斎場、または
施行葬儀会社の状況や自然災害、天変地異その他不可抗力により本
サービス提供を一時停止又は中止することがあります。この場合当社
及びＷＥＢページの運営会社及び提携会場や斎場、または施行葬儀会
社等は一時停止による責任を一切負いません。

第10条（サービスの終了）
当社は、事前の通知なく本サービスを終了することがあります。この
場合当社及びＷＥＢページ運営会社等は本サービスの終了による責任
を一切負いません。

第11条（提携加盟店との契約に関する責任）
当社は、会員と提携加盟店との契約に関して一切の責任を負いません。

第12条（規定の適用）
本規約に定めない事項に関しては、YAMADA plusプレミアム規約の
規定によります。

くらしのサポート規約 （ブラック特典）
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